
- 1 -

政
令
第

号

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
恩
給
給
与
規
則
の
規
定
の
整
備
及
び
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令

内
閣
は
、
恩
給
法
（
大
正
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
十
八
条
ノ
二
及
び
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年

法
律
第
五
十
九
号
）
附
則
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
恩
給
給
与
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

恩
給
給
与
規
則
（
大
正
十
二
年
勅
令
第
三
百
六
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
ノ
十
三
第
二
項
中
「
十
八
歳
以
上
」
を
「
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
」
に

改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

第
十
一
条
ノ
三
第
二
項
中
「
十
八
歳
以
上
」
を
「
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
」
に

改
め
る
。

第
十
一
条
ノ
四
第
一
項
第
一
号
中
「
診
断
書
（
加
算
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
子
ガ
十
八
歳
以
上
ノ
場
合
）
又
ハ
」
を
「
診
断
書

及
」
に
、
「
若
ハ
」
を
「
又
ハ
」
に
、
「
二
十
歳
以
上
」
を
「
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年

ノ
子
」
に
改
め
る
。

（別紙２）
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第
三
十
四
条
ノ
二
第
四
号
中
「
十
八
歳
以
上
」
を
「
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
」

に
改
め
る
。

（
民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
恩
給
給
与
規
則
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
子
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
成
年
ノ

子
」
と
あ
る
の
は
、
「
二
十
歳
以
上
ノ
子
（
婚
姻
シ
タ
ル
二
十
歳
未
満
ノ
子
ヲ
含
ム
）
」
と
す
る
。

一

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
次
号
及
び
附
則
第
二
項
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
民
法
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則

第
五
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
子

恩
給
給
与
規
則
第
二
条
ノ
三
第
二
項
及
び
第
三
条
ノ
三
第
二
項
の
規

定
二

平
成
三
十
年
民
法
改
正
法
附
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
子

恩
給
給
与
規
則
第
十
条
ノ
十
二
第
二
項
及
び
第

十
一
条
ノ
二
第
二
項
の
規
定

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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（
恩
給
給
与
規
則
の
一
部
改
正
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

平
成
三
十
年
民
法
改
正
法
附
則
第
二
十
条
に
規
定
す
る
子
に
対
す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
恩
給
給
与
規
則

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
新
恩
給
給
与
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
ノ
十
三
第
二
項
、
第
十
一
条
ノ
三
第
二
項
及
び
第
十

一
条
ノ
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
新
恩
給
給
与
規
則
第
十
条
ノ
十
三
第
二
項
中
「
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ

生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
」
と
あ
る
の
は
「
十
八
歳
以
上
」
と
、
「
添
附
ス
ベ
シ
」
と
あ
る
の
は
「
添
附
ス
ベ

シ
但
シ
当
該
子
ガ
二
十
歳
未
満
ナ
ル
場
合
ニ
於
テ
ハ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
コ
ト
ヲ
証
ス
ル
市
町
村
長
又
ハ
之
ニ
準
ズ

ベ
キ
者
ノ
証
明
書
ハ
之
ヲ
添
附
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
セ
ズ
」
と
、
新
恩
給
給
与
規
則
第
十
一
条
ノ
三
第
二
項
中
「
重
度
障
害
ノ
状

態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
」
と
あ
る
の
は
「
十
八
歳
以
上
」
と
、
新
恩
給
給
与
規
則
第
十
一
条
ノ
四

第
一
項
第
一
号
中
「
診
断
書
及
」
と
あ
る
の
は
「
診
断
書
（
加
算
ノ
原
因
タ
ル
ベ
キ
子
ガ
十
八
歳
以
上
ノ
場
合
）
又
ハ
」

と
、
「
又
ハ
」
と
あ
る
の
は
「
若
ハ
」
と
、
「
重
度
障
害
ノ
状
態
ニ
シ
テ
生
活
資
料
ヲ
得
ル
ノ
途
ナ
キ
成
年
ノ
子
」
と
あ
る

の
は
「
二
十
歳
以
上
」
と
す
る
。
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理

由

民
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
い
、
恩
給
給
与
規
則
の
規
定
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
必
要
な
経
過
措
置
を

定
め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


